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離
島
振
興
法
の
一
部
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正
す
る
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議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
離
島
の
社
会
経
済
情
勢
に
鑑
み
、
離
島
振
興
法
の
有
効
期
限
を
十
年
延
長
す
る
と
と
も
に
、

離
島
振
興
施
策
の
一
層
の
充
実
強
化
を
図
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

、

、

、

一

目
的
規
定
に
お
い
て

離
島
の
国
家
的
国
民
的
役
割
及
び
離
島
の
置
か
れ
た
現
状
と
背
景
を
よ
り
明
確
に
す
る
と
と
も
に

離
島
振
興
の
目
的
と
し
て
、
人
の
往
来
及
び
生
活
に
必
要
な
物
資
等
の
輸
送
に
要
す
る
費
用
が
他
の
地
域
に
比
較
し
て
多
額

で
あ
る
状
況
の
改
善
や
、
定
住
の
促
進
な
ど
に
つ
い
て
明
記
す
る
。

二
、
基
本
理
念
及
び
国
の
責
務
規
定
を
新
設
し
、
離
島
の
振
興
の
た
め
の
施
策
は
、
離
島
の
国
家
的
国
民
的
役
割
が
十
分
に
発

揮
さ
れ
る
よ
う
、
厳
し
い
自
然
的
社
会
的
条
件
の
改
善
、
地
域
間
交
流
の
促
進
、
無
人
島
の
増
加
や
人
口
の
大
幅
減
少
の
防

止
、
定
住
の
促
進
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
講
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
国
は
基
本
理
念

に
の
っ
と
り
、
離
島
の
振
興
の
た
め
の
施
策
を
総
合
的
・
積
極
的
に
講
ず
る
責
務
が
あ
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
離
島
振
興
の
実
施
体
制
の
強
化
等
を
図
る
た
め
、
主
務
大
臣
の
追
加
を
行
う
と
と
も
に
、
主
務
大
臣
は
、
毎
年
、
離
島
の
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振
興
に
関
し
て
講
じ
た
施
策
に
つ
い
て
、
国
土
審
議
会
に
報
告
す
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
離
島
振
興
基
本
方
針
及
び
離
島
振
興
計
画
に
係
る
規
定
の
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
基
本
的
施
策
の
充
実
を
図
る
。

五
、
財
政
上
及
び
税
制
上
の
措
置
や
公
共
事
業
予
算
の
明
確
化
に
つ
い
て
の
特
別
な
配
慮
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
離
島

活
性
化
交
付
金
等
の
交
付
に
つ
い
て
定
め
る
。

六
、
政
府
は
、
地
域
の
創
意
工
夫
を
生
か
し
た
離
島
の
振
興
を
図
る
た
め
、
離
島
特
別
区
域
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
総
合
的
に

検
討
を
加
え
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

七
、
離
島
振
興
法
の
有
効
期
限
を
十
年
延
長
し
、
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
限
り
そ
の
効
力
を
失
う
も
の
と
す
る
。

八
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
七
及
び
こ
れ
に
伴
う
規
定
の
整
備
等
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。


